
湖西市豊橋技術科学大学講座受講料補助金 申請要項 

 

１．【対象者】 

 次の全てに該当すること 

 （１）市内に主たる事業所を有すること 

 （２）市税等の滞納がないこと 

 

２．【補助対象】 

 国立大学法人豊橋技術科学大学が実施する社会人向け実践教育プログラムの受講にかか

る受講料の一部 

 

３．【補助率、上限額】 

 補助率：1/2 

 上限額：12万5千円 

 1事業者1回限り 

 

４．【対象期間】 

 令和6年4月1日から令和7年3月15日までの間に受講したもの 

 ※年度をまたぐものは非対象 

 

５．【受付期間】 

令和 6年 4月 1日から令和 7年 2月 28日まで 

郵便の場合、当日消印有効 

 

６．【問合せ先】 

湖西市役所 産業振興課 モノづくり推進室 

住所：湖西市吉美 2918－1（湖西地域職業訓練センター内） 

電話：053-576-0018 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

補助金交付の流れについて 

 

申請書類等は、原則、湖西市ウェブサイトからダウンロードしてご利用ください。 

https://www.city.kosai.shizuoka.jp/soshikiichiran/sangyoshinkoka/mono/1/13293.html 

 

１．【申 請】 

プログラムを受講する前に、下記の書類を提出してください。 

○湖西市豊橋技術科学大学講座受講料補助金交付申請書 

   ・必要箇所を記入し、関係書類を添えて申請してください。 

    □誓約書 

    □事業所の所在地を証明する書類 

     ※登記簿、定款、確定申告書の写し等（いずれかひとつ） 

    □市税の滞納等がない証明書 

 

２．【交付、不交付の決定】 

 申請書類を審査した後、湖西市から通知します。 

  ○補助金交付決定通知書 

  ○補助金不交付決定通知書 

 

３．【実績報告】 

プログラム受講後 14日以内もしくは令和 7年 3月 31日までのいずれか早いほうに、下

記の書類を提出してください。 

○実績報告書 

   ・必要箇所を記入し、関係書類を添えて申請してください。 

    □領収書の写し 

 

４．【交付の確定】 

 実績報告書類を審査した後、湖西市から通知します。 

  ○補助金確定通知書 

 

５．【請 求】 

 補助金確定通知書を受領後、補助金確定通知書を参照のうえ、下記の書類を提出して 

ください。 

○請求書 

・必要箇所を記入し、関係書類を添えて申請してください。 

    □通帳の「表紙」と表紙を開いた「見開きのページ」の写し 

 

６．【支払い】 

 請求書に記載された口座に振り込みます。 

 


